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Ⅰ．基本理念 

村発足 150 周年の節目の年を全村をあげて祝い、本村を創り上げてきた先人の功績をたたえる。あ

わせて、村の魅力を住民参加型で再認識し、村への誇りや愛着を育む契機とし、次の 200 周年また更

なる未来に向けた「人が輝き 未来につながる 美し郷」喬木を創造する。 

 

Ⅱ．基本方針 

１ 喬木村の歴史や伝統に触れる 

２ 人と人との絆を再認識する 

３ 喬木村の未来を思い描く 

４ 喬木村の魅力を掘り起こし、発信する 

５ 新たな一歩を踏み出す 

 

Ⅲ．事業構成 

１ 記念式典 

  ・オープニングイベント、村長式辞、来賓祝辞、功労者表彰、記念動画上映、特別講演、祝宴等 

 

 

２ 主催事業 

 （１）分科会提案事業 

 （２）住民提案事業 

３ 冠事業 

  ・各関係団体のイベントに対する冠付け 

４ PR 事業 

（１）ロゴマーク及びキャッチフレーズの作成 

 ・キャッチフレーズ：美し郷喬木 150 周年！今、新たなステージへ！！ 

 

（２）のぼり旗、垂れ幕、ホームページ等によるＰＲ 

  

 

 

スケジュール（イメージ） 

午 前 記念式典（住民参加型） 

午 後 150 周年記念たかぎ祭（祭の中でイベント系の主催事業を実施） 

夜  記念花火大会 



Ⅳ．実施期間 

１ 記念事業期間 

   令和６年４月１日～令和７年３月 31日 

２ 記念式典 

令和６年９月 28 日（土） （満 150 年は令和７年１月 23日） 

 

Ⅴ．実施体制 

１ 庁内検討委員会 

   ・構  成 理事者、課等の長 

委員長：村長、副委員長：副村長・教育長 

   ・会  議 随時開催 

    ・分  掌 事業計画の骨子作成 

２ 実行委員会 

   ・構  成 庁内検討委員会委員(12)、議会議員(11)、区会(8)、教育長職務代理、公民館長、 

図書館長、学遊館長、学校長(4)、保育園長、社会教育委員長、農業委員会長、 

民生児童委員会長、社会福祉協議会長、みなみ信州農協喬木支所長、飯田信用金

庫喬木支店長、商工会長、喬木郵便局長、富田郵便局長、消防団長、交通安全協

会長、赤十字奉仕団委員長、体育協会長、高齢者クラブ連合会長、NPO 法人たかぎ

理事長、スポーツクラブ代表理事、女性団体連絡協議会長、自治会長(10)、150 周

年盛り上げ隊長                            

計 68 名 

          委員長：村長 

副委員長：副村長・教育長・議長・副議長・区長会長・公民館長 

商工会長・みなみ信州農協喬木支所長・社会福祉協議会長 

   ・会  議 式典まで６回程度の開催を想定 

   ・分  掌 記念事業全体の調整 

３ 実行委員会分科会 

   ・構  成 実行委員を「総務」「産業・健康」「教育・文化」の３分科会に振分け 

   ・会  議 第１回実行委員会以降随時開催 

   ・分  掌 主催事業の計画及び運営 

４ 150 周年盛り上げ隊 

   ・構  成 公募による（10 名程度を想定） 

   ・分  掌 盛り上げ隊主催事業及び住民提案事業の計画及び運営 

５ 記念事業事務局 

   ・構  成 企画財政課(課長・係長・係員) 、総務課(課長・係長・係員) 


